
 
垂井町告示第２号 
 

入 札 公 告 
 

事後審査型条件付き一般競争入札を行うので、垂井町契約規則（昭和 61年垂井町規則第 23 号）第２

条の規定により公告します。 
 

令和８年１月８日 
                              垂井町長 早 野 博 文 
 
 
１ 一般競争入札に付する事項 
（１）工事番号  第１２号 
（２）工事名  府中地区まちづくりセンター移転改修工事 
（３）工事場所  不破郡垂井町 府中 地内 
（４）工事概要  現垂井町府中地区まちづくりセンター（垂井町新井 709-4）を、旧府

中幼稚園舎（垂井町府中 699）へ移転するために改修するもの 

 ・建築工事 Ｎ＝１式 

 ・電気設備工事 Ｎ＝１式 

 ・機械設備工事（空調設備・衛生設備） Ｎ＝１式 

（５）工期 契約締結の日から令和８年１１月２５日まで 
（６）予定価格 金 ２３０，３９５，０００円（税込） 
（７）最低制限価格 無 
（８）調査基準価格 有 
（９）議会の議決 有 
（10）その他 ① 本工事は、提出資料及び入札書等を電子入札システムにて提出す

ること。 
② 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成

12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物

の再資源化の実施が義務づけられた工事である。 
③ 本工事は、完全週休２日を原則とした週休２日制モデル工事とす

る。詳細は、「岐阜県発注の週休２日制モデル工事実施要領」を参照

すること。 
２ 契約条項を示す場所    垂井町役場 総務課管財係 
３ 入札に参加する者に必要な資格 
  (1) 公告日における最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の建築一式工事における総

合評定値（Ｐ)が７００点以上あること。ただし、町内に本店又は主たる営業所（委任を受けている

事務所）を有している業者については、下記の算式において積算された総合数値が７００点以上で

ある場合については有資格とする。 

   建築一式工事における 

   総合数値＝総合評定値（Ｐ）×（１＋Ａ／１００） 

   ※Ａ＝令和６年度工事成績評定点の平均－６５点 ただし、令和６年度において工事成績の対象

となる実績が無い業者について、Ａの数値は０とする。 



 
(2) 平成２２年度以降に、官公庁発注の単独企業又は共同企業体の代表構成員若しくは出資比率 

３０％以上の構成員として、請負金額８，０００万円以上（税込）の建築一式工事（新築、増築又

は改修。主たる構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、工場、倉庫等

の簡易な構造のものを除く。）を元請として施工した実績（ただし、一般競争入札参加申請の受付

期限までに完成・引渡しが済んだ工事とする。）を有すること。 

 (3) 現場代理人、及び次の条件をすべて満たす建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 26 条に定める 

技術者等を本工事に配置できること。また、建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 27条に 

規定する請負金額以上となる場合、専任にて配置できること。 

① 建築一式工事に係る主任（又は監理）技術者の資格を有すること。 

② 入札参加資格確認申請の日以前３か月以上の雇用関係にあること。 

③ 官公庁が平成２２年度以降に発注した８，０００万円以上の建築一式工事について、元請とし 

て主任（又は監理）技術者若しくは現場代理人として従事した実績を有する者であること。 

  (4) 建設業法で定める建築工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。 

 (5) 令和７年度の垂井町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。（建築一式工事） 

(6) 垂井町が発注した工事のうち、過去２年度（令和５年度及び令和６年度）に完成・引渡しがされ

た工事実績がある場合は、建築一式工事に係る工事成績評定の平均が６５点以上であること。なお、

当該工種の受注実績は無く他の工種の実績がある場合は、受注したすべての工種の工事成績評定の

平均が６５点以上であること。過去２年度に遡っても受注実績がない場合は、６５点とみなす。 
  (7) 垂井町内に本店、支店又は営業所が所在すること。 

  (8) 本工事は、特定建設工事共同企業体による入札参加を認めない。 

４ 入札日程 

手続等 期間・日時 方法・場所等 
設計図書等の閲覧 令和 8年 1月 8 日（木）午前 9時から 垂井町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び電子入札ｼｽﾃﾑに

おいて閲覧 
質問の受付・回答 令和 8年 1月 8 日（木）午前 9時から 

令和 8年 1月 20 日（火）午後 4時まで 

（注１） 

質問は、書面又は FAX により受付 

回答は、後日速やかに回答 

入札参加申請の受

付 
令和 8年 1月 8 日（木）午前 9時から 

令和 8年 1月 22 日（木）午後 4時まで 

（注１） 

電子入札ｼｽﾃﾑによる 

入札書の受付 令和 8年 1月 27 日（火）午前 9時から 

令和 8年 1月 28 日（水）午後 4時まで 

電子入札ｼｽﾃﾑによる 
入札書及び工事費内訳書 

開札 令和 8年 1月 29 日（木） 午前 9 時 30 分

から 

電子入札ｼｽﾃﾑによる 

垂井町役場２階 大会議室 
入札参加資格確認

資料の提出 
令和 8年 2月 2日（月） 午後 4時まで 

（注１） 

入札参加資格確認申請書等を提出 

別記様式第２号 (注２) 

総務課管財係まで持参 
落札決定 申請書類の提出があった日の翌日から起

算して 2 日以内（注１） 

電話等により通知 

 (注１) 土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

  (注２) 垂井町事後審査型条件付き一般競争入札要綱の別記様式 

 

 

 



 
５ 担当課 

区  分 担当課 電話番号等 住   所 
入札担当課 
契約担当課 
申請受付担当課 

垂井町役場  
総務課管財係 

Tel 0584-22-1151(内線 207) 

Fax 0584-22-5180 
〒503-2193 

不破郡垂井町宮代 2957 番地の 11 

垂井町役場２階 

工事担当課 垂井町役場 
企画調整課まちづ

くりセンター 

Tel 0584-22-1152(直通) 〒503-2193 

不破郡垂井町宮代 2957 番地の 11 

垂井町役場２階 
６ その他 
 (1) その他の事項については「事後審査型条件付き一般競争入札の共通事項について」のとおりとする。 
(2) 本工事の契約締結にあたっては、垂井町が指定する電子契約サービスを利用した電子契約による締 

結を可とする。 

 


